
 令和８年第１回教育委員会会議 報告事項（３） 

    

給特法改正に基づく沖縄県公立学校における働き方改革推進計画 

「みんなの学校！ピースフル・プラン」の位置付けについて 

 

働き方改革推進課  

 

令和６年３月に策定された沖縄県公立学校における働き方改革推進計画「みん

なの学校！ピースフル・プラン」（以下「現行計画」という。）を令和７年６月

に一部改正された給特法第８条に基づく教育職員の業務量管理・健康確保措置実

施計画として位置付けたことを報告する。 

 

１ 給特法による業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等 

服務監督教育委員会には、文部科学大臣が定める指針に即した業務量管理・

健康確保措置実施計画の策定が義務付けられた。 

また、地方公共団体の長及び関連部局や保護者・地域住民等と課題を共有し、

取組の推進を図るため、毎年度、実施状況の公表及び総合教育会議での報告も

義務付けられた。 

 

２ 現行計画の位置付け 

業務量管理・健康確保措置実施計画の策定にあたり、既存の計画が、文部科

学大臣が定める指針の内容に即している場合は、当該計画を活用できることに

なっており、本県の現行計画を確認したところ、指針に即した内容となってい

るため、現行計画を給特法第８条で義務付けられた業務量管理・健康確保措置

実施計画として位置付けた。（令和８年１月６日教育長決裁） 

 

３ 現行計画の改定 

現行計画が令和８年度末までの計画であることを踏まえ、次年度は、令和９

年度以降の新たな計画の検討・策定等を行う。 

 

４ 参考資料 

資料１ 参照条文 

資料２ 現行プラン位置づけ（HP 公表用） 

  資料３ 指針改正のポイント 



公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法( 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 七 十 七 号)( 第 一 条 関 係)

改 正 案

( 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 に 関 す る 指 針 の 策 定 等)

第 七 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保

を 図 る こ と に よ り 学 校 教 育 の 水 準 の 維 持 向 上 に 資 す る た め 、

教 育 職 員 が 正 規 の 勤 務 時 間 及 び そ れ 以 外 の 時 間 に お い て 行

う 業 務 の 量 の 適 切 な 管 理 そ の 他 教 育 職 員 の 服 務 を 監 督 す る

教 育 委 員 会 が 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る た め に

講 ず べ き 措 置( 次 条 に お い て 「 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 」

と い う 。) に 関 す る 指 針( 次 項 及 び 同 条 第 一 項 に お い て 単 に

「 指 針 」 と い う 。) を 定 め る も の と す る 。

２ ( 略)

( 教 育 職 員 の 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 の 策 定 等)

第 八 条 教 育 委 員 会 は 、 指 針 に 即 し て 、 当 該 教 育 委 員 会 が

服 務 を 監 督 す る 教 育 職 員 に 係 る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置

の 実 施 に 関 す る 計 画( 以 下 「 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施

計 画 」 と い う 。) を 定 め る も の と す る 。

２ 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 に お い て は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。

一 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 の 実 施 に よ り 達 成 し よ う と す

る 目 標

二 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 の 内 容

三 そ の 他 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事

項
３ 教 育 委 員 会 は 、 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 を 定

め 、 又 は 変 更 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 す る と と

も に 、 総 合 教 育 会 議( 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る

法 律( 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号) 第 一 条 の 四 第 一 項 の

総 合 教 育 会 議 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。) に 報 告 す る も の

と す る 。

４ 教 育 委 員 会 は 、 毎 年 度 、 文 部 科 学 省 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 の 実 施 状 況 を 公

表 す る と と も に 、 総 合 教 育 会 議 に 報 告 す る も の と す る 。

５ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 市 町 村( 特 別 区 を 含 み 、 地 方

自 治 法 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 を 除 く 。) の

教 育 委 員 会 に 対 し 、 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実 施 計 画( 地

方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 三 十 七 条 第 一 項

に 規 定 す る 県 費 負 担 教 職 員 に 係 る 部 分 に 限 る 。) の 策 定 及 び

そ の 円 滑 か つ 確 実 な 実 施 に 関 必 要 な 指 導 、 助 言 そ の 他 の 援

助 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

現 行

( 教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 等 に 関 す る 指 針 の 策 定 等)

第 七 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保

を 図 る こ と に よ り 学 校 教 育 の 水 準 の 維 持 向 上 に 資 す る た め 、

教 育 職 員 が 正 規 の 勤 務 時 間 及 び そ れ 以 外 の 時 間 に お い て 行

う 業 務 の 量 の 適 切 な 管 理 そ の 他 教 育 職 員 の 服 務 を 監 督 す る

教 育 委 員 会 が 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る た め に

講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針( 次

項 に お い て 単 に 「 指 針 」 と い う 。) を 定 め る も の と す る 。

２ ( 略)

（ 新 設 ）
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添
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日
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沖
縄
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１
．
給
特
法
等
の
内
容

２
．
沖
縄
県
の
現
状

３
．
現
行
プ
ラ
ン
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

沖
縄
県
で
は
、
現
行
の
「
み
ん
な
の
学
校
！
ピ
ー
ス
フ
ル
・
プ
ラ
ン
」
を
給
特
法
第
８
条
で
義
務
付
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ら
れ
た
「
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施

計
画
」
と
位
置
付
け
る
。

み
ん
な
の
学
校
！
ピ
ー
ス
フ
ル
・
プ
ラ
ン
」
が
令
和
８
年
度
末
ま
で
の
計
画
で
あ
る
事
を
踏
ま
え
、
次
年
度
は
、
令
和
９
年
度
以
降
の
新
プ
ラ
ン
の
策
定
に
向
け
た
検
討
を
行
う
。

令
和
６
年
３
月
に
策
定
し
た
、
沖
縄
県
公
立
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
推
進
計
画
「
み
ん
な
の
学
校
！
ピ
ー
ス
フ
ル
・
プ
ラ
ン
」
に
よ
り
、
教
職
員
が
「
働
き
や
す
さ
」
「
働
き
が

い
」
「
心
身
の
健
康
」
を
実
感
で
き
る
環
境
整
備
に
向
け
て
、
令
和
６
年
度
か
ら
、
働
き
方
改
革
を
全
県
的
に
推
進
し
て
い
る
。

当
該
プ
ラ
ン
で
は
、
成
果
指
標
３
に
お
い
て
、
教
育
職
員
の
時
間
外
在
校
等
時
間
に
つ
い
て
、
上
限
時
間
の
範
囲
内
（
時
間
外
在
校
等
時
間
月
45
時
間
以
内
、
年
36
0時
間
以
内
）
に
す

る
水
準
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

当
該
プ
ラ
ン
と
併
せ
て
策
定
し
た
、
取
組
目
標
「
私
た
ち
の
ピ
ー
ス
・
リ
ス
ト
20
23
」
で
は
、
「
人
材
確
保
」
「
教
育
D
Xの
推
進
」
「
業
務
の
役
割
分
担
・
適
正
化
」
を
三
つ
の
柱

と
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
具
体
的
な
50
項
目
（
措
置
）
を
掲
げ
、
令
和
８
年
度
ま
で
を
集
中
取
組
期
間
と
位
置
づ
け
て
、
働
き
方
改
革
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
取
組
を
一
体

的
に
推
進
し
て
い
る
。

当
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プ
ラ
ン
は
、
給
特
法
及
び
指
針
で
示
さ
れ
た
、
教
育
委
員
会
が
策
定
す
る
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
の
条
件
に
即
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
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